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参照条文（証人の負担軽減及び供述証拠の証拠能力関係）

○ 日本国憲法（昭和２１年１１月３日公布）

第３７条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開

裁判を受ける権利を有する。

、 、 、② 刑事被告人は すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ 又

公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③ （略）

○ 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第１５７条の４ 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身

の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれが

あると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安

又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋

問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるお

それがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることがで

きる。

② 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、

裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述

の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

第１５７条の５ 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人

の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の

面前（次条第１項及び第２項に規定する方法による場合を含む ）において。

供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認め

る場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見

を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識

することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被

告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置につい

ては、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

② 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身

の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検

察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互

に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることが

できる。

、 、第１５７条の６ 裁判所は 次に掲げる者を証人として尋問する場合において
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相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及

び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同

（ 。 。）一構内 これらの者が在席する場所と同一の構内をいう 次項において同じ

にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することが

できる。

一 刑法第１７６条から第１７９条まで若しくは第１８１条の罪、同法第２

２５条若しくは第２２６条の２第３項の罪（わいせつ又は結婚の目的に係

る部分に限る。以下この号において同じ 、同法第２２７条第１項（第２。）

２５条又は第２２６条の２第３項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部
ほ う

分に限る ）若しくは第３項（わいせつの目的に係る部分に限る ）若しく。 。

は第２４１条第１項若しくは第３項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者

二 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６０条第１項の罪若しくは

同法第３４条第１項第９号に係る同法第６０条第２項の罪又は児童買春、

児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

（平成１１年法律第５２号）第４条から第８条までの罪の被害者

三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告

人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問する

ために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著し

く害されるおそれがあると認められる者

② 裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当

と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外

にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

方法によつて、尋問することができる。

一 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情に

より、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそ

れがあると認めるとき。

二 同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加

え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると

認めるとき。

三 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務

先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはそ

の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは

困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

、 、 、 、四 証人が遠隔地に居住し その年齢 職業 健康状態その他の事情により
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同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

③ 前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合（前項第４号の規定によ

る場合を除く ）において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同。

一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合

であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を

聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体（映像及び音声を

同時に記録することができるものに限る ）に記録することができる。。

④ 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体

は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

第１５８条 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と

事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必

要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋

問することができる。

② 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、

尋問事項を知る機会を与えなければならない。

③ 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の

尋問を請求することができる。

第２８１条 証人については、裁判所は、第１５８条に掲げる事項を考慮した

上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公

判期日外においてこれを尋問することができる。

第２８１条の２ 裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つ

た場合において、証人が被告人の面前（第１５７条の５第１項に規定する措

置を採る場合並びに第１５７条の６第１項及び第２項に規定する方法による

場合を含む ）においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認。

めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見

、 。 、を聴き その証人の供述中被告人を退席させることができる この場合には

供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えな

ければならない。

第３２０条 第３２１条乃至第３２８条に規定する場合を除いては、公判期日

における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供

述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

② （略）
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第３２１条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書

面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これ

を証拠とすることができる。

一 裁判官の面前（第１５７条の６第１項及び第２項に規定する方法による

場合を含む ）における供述を録取した書面については、その供述者が死。

亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備

若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公

判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死

亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備

若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若

しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた

供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の

供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しく

は身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日におい

て供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠く

ことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況

の下にされたものであるときに限る。

② 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面

又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にか

かわらず、これを証拠とすることができる。

③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、そ

の供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成された

ものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠

とすることができる。

④ 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、

前項と同様である。

第３２１条の２ 被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑

事手続又は他の事件の刑事手続において第１５７条の６第１項又は第２項に

規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記

録媒体がその一部とされた調書は、前条第１項の規定にかかわらず、証拠と

。 、 、 、することができる この場合において 裁判所は その調書を取り調べた後

訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければな

らない。
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② 前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第３０５条第５項た

だし書の規定は、適用しない。

③ 第１項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第２

９５条第１項前段並びに前条第１項第１号及び第２号の適用については、被

告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第３２３条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これ

を証拠とすることができる。

一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員（外国の公務員を含む ）がその。

職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

第３２４条 （略）

② 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の

供述をその内容とするものについては、第３２１条第１項第３号の規定を準

用する。

第３２６条 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、

その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるとき

に限り、第３２１条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることが

できる。

② 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人

が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は

な 。弁護人が出頭したときは、この限りで い

第３２７条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容

又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面

、 、に記載して提出したときは その文書又は供述すべき者を取り調べないでも

その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明

力を争うことを妨げない。

第３２８条 第３２１条乃至第３２４条の規定により証拠とすることができな

い書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人そ

の他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。


